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生活環境 風力発電施設のガイドラインの策定について 

 

▼陳情理由 

 令和２年11月19日現在、鳥取県には巨大な風力発電施設

の建設計画が複数ある。 

 これらの計画の中には急峻な山に150ｍという非常に 

巨大な風車を設置するものがあり、鳥取県東部においては

（仮称）鳥取風力発電事業や（仮称）鳥取市青谷町風力 

発電事業がこれに該当する。 

 陳情者が風車の計画がある地域の住民に聞き取りをした

ところ、風力発電事業が存在し現在も進行中であることを

最近まで知ることがなく、知った後、計画をとても不安に

思われている方が非常に多くいらっしゃった。 

 もちろん陳情者は事業に賛成している方がおられるのも

存じ上げているし、再生可能エネルギーの発展の観点から

その主張を否定はしないが、計画を全く聞いたことがなく、

巨大な風車が自分の家のすぐ近くに立つ計画があることを

知った方々は、土砂崩れ、騒音、低周波による健康被害、

農作物に使う水の枯渇、風車が地域に損害を与えた場合の

補償や原状回復は誰が行うのか等、非常に悩まれ、不安に

思い、心を痛めておられる。 

 何とぞこの事情を御考慮いただき、風力発電施設の計画

で不安になっている県民の心を和らげるとともに、建設に

よって命、財産、自然環境が失われる実害が起こることを

防ぐために、また、再生可能エネルギーの健全な発展を促し

つつ、県民の安心と安全を担保するために、鳥取県として

風力発電施設のガイドラインを策定していただきたい。 

 

 鳥取県に風力発電施設に関する 

ガイドラインの策定を求める会 

 代表  影 井 俊一郎 
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鳥取県議会 令和２年11月定例会 

本会議(R2.12.17)委員長報告 

会 議 録 暫 定 版 
 
「大型風力発電施設の建設に当たっては、関係法令

を遵守するとともに景観や野鳥への影響なども配

慮することが必要であるため、本県においては、平

成19年３月に風力発電施設建設ガイドラインを策

定していた。 

 その後、平成24年10月から環境影響評価法の環境

影響評価対象事業に風力発電事業が追加されたこ

と等を受け、風力発電施設建設ガイドラインを取り

込む形で鳥取県環境影響評価条例及び条例に基づ

く技術指針を改正し、平成25年４月から施行して 

いる。 

 本陳情で策定を求められている風力発電施設の

ガイドラインの項目のうち、県の権限が及ぶものに

ついては、既に鳥取県環境影響評価条例と技術指針

において網羅されていると考えられることから、不

採択と決定いたしました。」 
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 ▼陳情事項 

鳥取県として、風力発電施設のガイドラインを策定する 

こと。その際、当該ガイドラインには、次に掲げる項目を

盛り込むこと。 

１ 協定書 

(１)工事の開始前に、鳥取県と事業者が協定書を締結 

すること。 

 (２)建設、運転、維持管理、事業終了後の撤去について

定めること。 

 (３)風車設備の設置中、設置後に自然災害等を引き起こ

し、県民の命、健康、財産等に損害を与えた場合の補償

を定めること。 

２ ガイドラインの策定の仕方 

  ガイドラインの策定段階から、現在計画がある住民の 

意見を聴取し、検討すること。 

３ 近隣住民への周知の時期、方法、説明、承諾 

 (１)風車の建設の地域選定の段階から、鳥取県と事業者

は当該地域の区長に知らせ、区長は全ての住民に周知

すること。 

 (２)環境アセスの前段階より、近隣住民に周知、説明、

承諾を求めれば、事業者と近隣住民との間のトラブル

は非常に少なくできることから、具体的には、「公民館

→区長→区民全員」と漏れがないようにすること。 

 (３)地権者だけではなく全員へ周知すること。  

 (４)近隣住民にはどのようなメリット、デメリットが 

あるか誠意をもって説明すること。  

 (５)建設の近隣自治会の承諾を書面で得ること。  

４ 例えば「4000kw以上…1.5km以上」、「2000kw以上…１km

以上」といったように、風車の発電能力ごとに、住宅や

学校等との距離を定める（現在計画がある住民の意見を

聴取し、検討する）こと。 
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 ５ 近隣住民全体への利益分配 

  事業者は、地権者のみではなく、設置に理解を示した

近隣住民全体に利益をもたらす施策を行うこと。 

６ 県庁内の役割 

  有事の際の県庁内の判断権者と職員の役割を定める 

こと。 

７ 情報伝達経路 

  有事の際の県庁内における情報伝達経路を定めるこ

と。 

８ 判断基準 

  有事の際の県担当課を通じて事態解決までの一連の 

手順やその判断基準を示すこと。 

９ 情報提供 

  事業者は、有事の際、鳥取県や各施設、各自治会に情報

を提供することを義務付けること 

10 その他の事項 

  関係法令等に基づいて、騒音・低周波音、振動、電波

障害、自然環境、景観、文化財、維持管理、建設等の工事

中及び工事完了後においての調査等を定めること。 
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